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◆負債関係

1 支払備金明細表  （単位：百万円）

区  分 2018年度末 2019年度末

保 

険 

金

死亡保険金 53,193 53,607
災害保険金 1,056 1,639
高度障害保険金 3,433 3,584
満期保険金 8,970 1,995
その他 620 772
小計 67,274 61,598

年金 6,617 4,866
給付金 24,153 24,553
解約返戻金 8,183 8,269
保険金据置支払金 6,651 6,168
その他共計 114,734 108,199

2 責任準備金明細表  （単位：百万円）

区  分 2018年度末 2019年度末

責任準備金
（危険準備金
を除く）

個人保険 14,637,578 14,767,657
（一般勘定） （14,577,791） （14,714,822）
（特別勘定） （59,786） （52,834）
個人年金保険 8,426,127 8,661,003
（一般勘定） （8,263,097） （8,581,730）
（特別勘定） （163,029） （79,272）
団体保険 15,827 15,860
（一般勘定） （15,827） （15,860）
（特別勘定） （—） （—）
団体年金保険 2,589,611 2,573,891
（一般勘定） （1,991,240） （1,991,197）
（特別勘定） （598,371） （582,694）
その他 205,445 200,552
（一般勘定） （205,445） （200,552）
（特別勘定） （—） （—）
小計 25,874,590 26,218,965
（一般勘定） （25,053,402） （25,504,163）
（特別勘定） （821,187） （714,801）

危険準備金 364,300 417,100
合 計 26,238,890 26,636,065
（一般勘定） （25,417,702） （25,921,263）
（特別勘定） （821,187） （714,801）

3 責任準備金残高の内訳
（2018年度末）  （単位：百万円）

区  分 保険料積立金 未経過保険料 払戻積立金 危険準備金 2018年度末合計

残  高 23,916,163 1,958,426 — 364,300 26,238,890

（2019年度末）  （単位：百万円）

区  分 保険料積立金 未経過保険料 払戻積立金 危険準備金 2019年度末合計

残  高 24,410,254 1,808,710 — 417,100 26,636,065
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b. 責任準備金残高（契約年度別）  （単位：百万円）

契約年度 責任準備金残高 予定利率
　　〜1980年度 109,364 4.00 % 〜5.00 %

1981年度〜1985年度 351,528 5.00 % 〜5.50 %
1986年度〜1990年度 1,837,212 5.50 %
1991年度〜1995年度 3,112,142 3.75 % 〜5.50 %
1996年度〜2000年度 1,295,261 2.00 % 〜2.75 %
2001年度〜2005年度 1,212,123 1.50 %
2006年度〜2010年度 3,141,745 1.00 % 〜1.50 %

2011年度 1,046,950 1.00 % 〜1.50 %
2012年度 1,582,915 1.00 % 〜1.50 %
2013年度 1,054,159 0.50 % 〜1.00 %
2014年度 1,176,818 0.50 % 〜1.00 %
2015年度 1,626,029 0.50 % 〜1.00 %
2016年度 2,231,004 0.25 % 〜1.00 %
2017年度 1,267,215 0.25 % 〜3.75 %
2018年度 1,173,814 0.25 % 〜3.95 %
2019年度 1,078,265 0.25 % 〜3.55 %

（注）	1.	「責任準備金残高」は、個人保険及び個人年金保険の責任準備金（特別勘定の責任準備金及び危険準備金を除く）を記載しています。
	 2.	「予定利率」については、各契約年度別の責任準備金に係る主な予定利率を記載しています。

5 法第百二十一条第一項第一号の確認（第三分野保険に係るものに限る。）の合理性及び妥当性
○第三分野における責任準備金の積立の適切性を確保するための考え方

　各第三分野保険のリスク特性を踏まえ、原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに、将来期間における保険事故発生率の
悪化等の状況を想定し、将来の保険金・給付金等のお支払が確実に履行されるかを検証します。この検証を法令等に則り行い、
責任準備金の積立が不十分であると認識される場合には、危険準備金、追加責任準備金の積立等の必要な措置を講じることとし
ています。

○負債十分性テスト・ストレステストにおける危険発生率等の設定水準の合理性及び妥当性
　危険発生率は、予定発生率に対する支払指数を基準に算定しており、過去の保険事故発生率の実績の推移をベースにしてい
ます。
　原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに、直近の保険事故発生率の実績＊を基礎に、将来10年間における各契約区分の
支払指数を設定しています。
　上記方法で設定した支払指数を基準に、過去の実績から支払指数の変動するリスクを一定の確率（99％及び97.7％）でカ
バーする支払指数を算定した上で、前事業年度の水準を下回らないように危険発生率を設定しています。
＊2020年3月末以前の6ヵ月を超えない期間までに観測された実績を使用しています。

○テストの結果
　ストレステストは、以下のP、Aに対し、AがPを上回るかどうかにより不足の有無を検証します。

P :  責任準備金算出に用いる予定発生率に基づき算出した将来10年間の給付額の合計額
A : 前述の危険発生率（発生率の変動するリスクを99％の確率でカバーする水準）に基づき算出した将来10年間の給

付額の合計額

　AがPを上回る場合は、不足が生じると判定されます。
　主要な保険種類についての、Pに対するAの比率の状況（将来10年間合計、1年目および10年目）は下表のとおりです。
●ストレステスト（発生率の変動するリスクを99％の確率でカバーする水準）の結果

将来10年間合計
1年目 10年目

全区分合計 59.6% 53.6% 65.1%
うち総合医療特約区分 51.3% 48.2% 57.0%
うち新医療保険区分 48.5% 44.7% 52.9%
うち生活障害保障区分 67.0% 45.5% 91.9%

　2019年度決算においてストレステストを実施した結果、不足の生じる区分はありませんでした。
　なお、第三分野保険の一部について既に積み増している保険料積立金の2019年度末残高は6,903百万円です。

→

4 個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式・積立率・残高（契約年度別）
a. 責任準備金の積立方式・積立率  

区  分 2018年度末 2019年度末

積立方式

標準責任準備金
対象契約

金融庁長官が定める方式
（平成8年大蔵省告示第48号）

金融庁長官が定める方式
（平成8年大蔵省告示第48号）

標準責任準備金
対象外契約 平準純保険料式 平準純保険料式

積立率（危険準備金を除く）	 100.0% 100.0%
（注）	1.		積立方式及び積立率は、個人保険及び個人年金保険を対象としています。なお、団体保険、団体年金保険、財形保険、財形年金保険、医療保障保険及び受再保

険は含みません。
2.		積立率については、標準責任準備金対象契約に関しては平成8年大蔵省告示第48号に定める方式により、また、標準責任準備金対象外契約に関しては平準
純保険料式により計算した保険料積立金及び未経過保険料に対する積立率を記載しています。
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7 社員配当準備金明細表
（2018年度）  （単位：百万円）

区 分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険
財形保険
財形年金保険 その他の保険 2018年度

合計
当期首現在高 221,199 12,240 1,256 214 607 29 235,548
前期剰余金からの繰入 9,191 196 41,138 2,051 0 226 52,804
利息による増加 34 0 0 — 0 0 35
配当金支払による減少 17,811 951 40,801 2,182 78 238 62,064

当期末現在高 212,610 11,488 1,594 84 529 16 226,323
（209,328） （10,332） （314） （—） （526） （9） （220,511）

6 特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る
　 一般勘定の責任準備金の残高、算出方法、その計算の基礎となる係数
a. 責任準備金残高（一般勘定）  （単位：百万円）

2018年度末 2019年度末

責任準備金残高（一般勘定） 1,737 651
（注）	1.	保険業法施行規則第68条に規定する保険契約（標準責任準備金対象契約）を対象としています。
	 2.		「責任準備金残高（一般勘定）」は、最低保証に係る保険料積立金を記載しています。
	 3.	保険業法施行規則第71条第1項に規定する再保険に付した部分に相当する責任準備金として、2019年度末1,259百万円を控除しています。

b. 算出方法、その計算の基礎となる係数

最低保証付
変額保険

最低保証付
変額個人年金保険
（一時払い）（08）

最低保証付一時払
変額個人年金保険

（08）

新最低保証付
変額個人年金保険
（一時払い）

変額個人年金保険
（一時払い）

最低保証付
変額個人年金保険
（一時払い）（16）

算出方法

平成8年大蔵省告示
第48号に定める

代替的方式
（シナリオテスティング方式）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める

代替的方式
（シナリオテスティング方式）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める

代替的方式
（シナリオテスティング方式）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める

代替的方式
(シナリオテスティング方式）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める

代替的方式
（ファクターテーブル方式）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める

標準的方式

計
算
の
基
礎
と
な
る
係
数

予定死亡率

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率＊

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率＊

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率＊

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率＊

予定災害死亡率
（0.000504）のみを使用

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率＊割引率 平成8年大蔵省告示

第48号に定める率期待収益率

ボラティリティ

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率。
ただし、国内短期資
産については0.3％
（保険料及び責任準

備金の算出方法書
に定める率）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率。
ただし、国内不動産
については18.4％

（保険料及び責任準
備金の算出方法書

に定める率）

平成8年大蔵省告示
第48号に定める率

平成8年大蔵省告示第
48号に定める率。た
だし、ヘッジ付外貨建
債券については3.5%、
国内不動産については
18.4％、外国不動産に
ついては16.9％（保険
料及び責任準備金の算
出方法書に定める率）

18.4%
（保険料及び責任

準備金の算出方
法書に定める率）

基本部分：据置
期間15年につい
ては4.0％、据置
期間20年につい
ては4.5％（保険
料及び責任準備
金の算出方法書

に定める率）

＊ ・	平成19年4月1日に締結した契約については、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めるところにより、同告示第１項第２号イに定める予定死亡率を用い
ています。

  ・	平成19年4月2日以降に締結した契約については、保険料及び責任準備金の算出方法書に定めるところにより、同告示第１項第２号ロに定める予定死亡率を
満年齢方式に修正して用いています。

（2019年度）  （単位：百万円）

区 分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険
財形保険
財形年金保険 その他の保険 2019年度

合計
当期首現在高 212,610 11,488 1,594 84 529 16 226,323
前期剰余金からの繰入 12,113 643 36,181 1,204 0 142 50,285
利息による増加 31 0 0 — 0 0 32
配当金支払による減少 17,302 920 35,503 1,219 61 147 55,155

当期末現在高 207,451 11,213 2,272 68 467 11 221,485
（203,920） （10,322） （307） （—） （463） （7） （215,022）

（注）（ ）内は積立配当金額です。
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8 引当金明細表
（2018年度）  （単位：百万円）

区 分 当期首残高 当期末残高 当期増減額 計上の理由及び算定方法
貸
倒
引
当
金

一般貸倒引当金 717 616 △101
債権の貸倒損失に備えるため計上しています。個別貸倒引当金 203 253 49

特定海外債権引当勘定 — — —
退職給付引当金 32,082 19,371 △12,710 「退職給付に関する会計基準」等に基づき計上しています。
価格変動準備金 656,947 744,447 87,500 保険業法第115条の規定により計上しています。

（2019年度）  （単位：百万円）

区 分 当期首残高 当期末残高 当期増減額 計上の理由及び算定方法
貸
倒
引
当
金

一般貸倒引当金 616 597 △19
債権の貸倒損失に備えるため計上しています。個別貸倒引当金 253 219 △34

特定海外債権引当勘定 — — —
退職給付引当金 19,371 10,730 △8,640 「退職給付に関する会計基準」等に基づき計上しています。
価格変動準備金 744,447 787,547 43,100 保険業法第115条の規定により計上しています。

9 個別貸倒引当金の状況  （単位：百万円）

区 分 2018年度 2019年度
繰入額 289 254
取崩額
（償却に伴う取崩額を除く）

226 279
 

純繰入額 62 △25 

� 特定海外債権引当勘定の状況
a.  特定海外債権引当勘定
2018年度末、2019年度末ともに残高がないため記載していません。

b. 対象債権額国別残高
2018年度末、2019年度末ともに残高がないため記載していません。

� 借入金等残存期間別残高 
（2018年度末）  （単位：百万円）

区 分 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定め

のないものを含む）
合計

借入金 — — — — — — —
社債 — — — — — 499,924 499,924

（2019年度末）  （単位：百万円）

区 分 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定め

のないものを含む）
合計

借入金 — — — — — 50,000 50,000 
社債 — — — — — 449,924 449,924




